
人間科学部学習ガイドブックの訂正について（社会学科） 
 
 
＜平成２２年度入学者＞ 
２０１０  人間科学部学習ガイドブック 

Ｐ．８２ 
 

Ｅ．社会学における資格取得について 

社会福祉主事資格の取得について 

社会福祉主事とは，福祉事務所現業員（相談業務にあたるケースワーカー）として任用される者

に・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・本学で開講されている科目のうち，指定科

目として該当するのは以下の科目である。 
 
【誤】 
福祉の社会学１，２，ケアの社会学１，２，社会保障論１，２，社会学 101・102・201・202，法

学 101・102，心理学 101・102・201・202・301・302，教育学 101・102・201・202，倫理学 101・102，
経済の世界 101・102，経済学概論１，２，心理学概論Ａ，Ｂ 
 

 
 
【正】 

福祉の社会学１・２，ケアの社会学１・２，社会保障論１・２，社会学 101・102・201・202，法

学 101・102，心理学 101・102・201・202・301・302，教育学 101・102・201・202，倫理学 101・102，
経済学概論１・２，心理学概論Ａ・Ｂ 

ただし，科目名の末尾に「１・２」，「101・102・201・202・301・302」または「Ａ・Ｂ」が加わ

る科目は全ての科目を修得しなければならない。 
例）「福祉の社会学１」だけでは指定科目には該当しないので，「福祉の社会学１」及び「福祉

の社会学２」の両方を修得しなければならない。 
また，「心理学 101・102・201・202・301・302」と「心理学概論Ａ・Ｂ」を両者の組み合わせで

単位を修得した場合であっても指定科目としては１科目となる。 


